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平成２１年３月太田市外三町広域清掃組合議会定例会会議録  
 
平成２１年 ３月２７日（金曜日）  
 
１．出席議員  
   ２番  高 橋 美 博 議員  ３番  越 塚 順 一 議員  
   ４番  木 村 康 夫 議員  ５番  五十嵐 文 子 議員  
   ６番  半 田   栄 議員  ７番  細 谷 博 之 議員  
   ８番  横 山 英 雄 議員  ９番  引 間 サチ子 議員  
  １０番  村 山 博 茂 議員 １１番  川 島   洋 議員  
  １２番  坂 本 金 光 議員  
 
 
２．説明のために出席した者  
  管  理  者  清 水 聖 義     副管理者  大 谷 直 之  
  副管理者  金 子 正 一  

局  長  上 原 隆 志     副  局  長  大 槻 憲 一  
 
 
３．事務局出席者  
  議会事務局長  北 澤 潤 一  
  課長補佐  栗 原 善 則     課長補佐  野 口 完 治  
  主  任  新 島 淳 治     主  任  岡 部 智 康  
 



 

 ‐2‐ 

議   事   日   程（第１号）  
平成２１年 ３月２７日  午後３時３０分  開議  
太田市外三町広域清掃組合議会議長  半  田 栄  

 
会議に付した事件及び順序  

 
 
 
第 １ 会期の決定  
 
第 ２ 会議録署名議員の指名  
 
第 ３ 議案第１号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議の専決  

処分について  
第 ４ 議案第２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議の専決  

処分について  
第 ５ 議案第３号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい  

て  
第 ６ 議案第４号 平成２０年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算 

（第２号）について 

第 ７ 議案第５号 平成２１年度太田市外三町広域清掃組合一般会計予算につ 

いて 
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○議会事務局長（北澤潤一） 引き続きまして定例会をお願い致すわけですが、

大変議員の皆様方には恐れ入りますが、議員席の名札の所に白紙がかかっている

と思いますけれども、お取り願いたいと思います。  
 

◎開    会  
 

午後３時３０分開会  
 

○議長（半田栄） これより、平成２１年３月太田市外三町広域清掃組合議会定

例会を開会致します。  
 

◎開    議  
 
○議長（半田栄） これより本日の会議を開きます。  
 

◎日程の報告  
 
○議長（半田栄） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げたとお

りであります。その順序により会議を進めたいと思いますのでご了承願います。  
 

◎会 期 の 決 定  
 
○議長（半田栄） 始めに日程第１、会期の決定を議題と致します。今、定例会

の会期は、本日１日と致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  
（「異議なし」）の声）  

○議長（半田栄） ご異議なしと認めます。  
よって会期は本日１日と決定致しました。  

 
◎会議録署名議員の指名  

 
○議長（半田栄） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、組合議会会議規則第６１条の規定により、議長において５

番、五十嵐文子議員、７番、細谷博之議員を指名致します。  
 

◎議 案 上 程  
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「議案第１号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議の専決処分  

について」  
 

○議長（半田栄） 次に日程第３、議案第１号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
 
○議長（半田栄） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求めま

す。  
（上原局長挙手） 

○議長（半田栄） 上原局長。  
 
○組合局長（上原隆志） 議案書の１ページをお開き願います。議案第１号 群

馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議の専決処分について、提案理由

のご説明を申し上げます。  
 本案につきましては、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につ

いて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分致しましたので、同条

第３項の規定によりご報告申し上げ、その承認を求めるものでございます。  
続きまして内容につきましてご説明申し上げます。  
本組合の組織団体である富士見村が平成２１年５月５日から廃され、前橋市に

編入されるため、本組合規約別表第１及び別表第２から富士見村を除くものでご

ざいます。なお、附則と致しまして、この規約は平成２１年５月５日から施行す

るものでございます。  
 以上で議案第１号についての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げます。  
 
○議長（半田栄） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」）の声）  

○議長（半田栄） 別に、質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（半田栄） これより討論に入ります。  
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討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（半田栄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。  
 

◎採    決  
 
○議長（半田栄） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（半田栄） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  
 

◎議 案 上 程  
 

「議案第２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議の専決処分  
について」  
 

○議長（半田栄） 次に日程第４、議案第２号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
 
○議長（半田栄） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求めま

す。  
（上原局長挙手） 

○議長（半田栄） 上原局長。  
 
○組合局長（上原隆志） 議案書の２ページをお開き願います。議案第２号 群

馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議の専決処分について、提案理由

のご説明を申し上げます。  
 本案につきましては、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につ

いて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分致しましたので、同条

第３項の規定によりご報告申し上げ、その承認を求めるものでございます。  
続きまして内容につきましてご説明申し上げます。本組合の組織団体である榛

名興産市町村組合が平成２１年３月３１日限りで解散するため、別表第１並びに

別表第２の１の項及び５の項から除くものでございます。なお、附則と致しまし

て、１．この規約は平成２１年４月１日から施行する。２．群馬県市町村総合事
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務組合の財産に係る榛名興産市町村組合の持ち分は、群馬県市町村総合事務組合

規約第１２条の規定による還付又は特別徴収に係る権利・義務に限るものとし、

榛名興産市町村組合の事務を継承する団体が承継するものでございます。  
 以上で議案第２号についての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げます。  
 
○議長（半田栄） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」）の声）  

○議長（半田栄） 別に、質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（半田栄） これより討論に入ります。  

討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（半田栄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。  
 

◎採    決  
 
○議長（半田栄） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（半田栄） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  
 

◎議 案 上 程  
 

「議案第３号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について」  
 

○議長（半田栄） 次に日程第５、議案第３号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
 
○議長（半田栄） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求めま

す。  
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（上原局長挙手） 

○議長（半田栄） 上原局長。  
 
○組合局長（上原隆志） 議案書の４ページをお開き願います。議案第３号 群

馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について、提案理由のご説明を

申し上げます。  
本組合の組織団体であります吉井町が平成２１年６月１日から廃され、高崎市

に編入されるため、本組合規約別表第１及び別表第２から吉井町を除くものでご

ざいます。なお、附則と致しまして、この規約は群馬県知事が行う、平成２１年

６月１日から多野郡吉井町を廃し、その地域を高崎市へ編入する廃置分合決定に

係る当該期日から施行するものでございます。  
 以上で議案第３号についての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げます。  
 
○議長（半田栄） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」）の声）  

○議長（半田栄） 別に、質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（半田栄） これより討論に入ります。  

討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（半田栄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。  
 

◎採    決  
 
○議長（半田栄） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（半田栄） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  
 

◎議 案 上 程  
 



 

 ‐8‐ 

「議案第４号 平成２０年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算  
（第１号）について」  
 

○議長（半田栄） 日程第６、議案第４号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
 
○議長（半田栄） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求めま

す。  
（上原局長挙手） 

○議長（半田栄） 上原局長。  
 
○ 組合局長（上原隆志） 議案書の６ページをお開き願いたいと思います。  

議案第４号 平成２０年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算（第２

号）につきまして提案理由の説明を申し上げます。  
別冊になっております平成２０年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予

算書及び補正予算に関する説明書をご覧いただきたいと思います。  
 今回ご提案致します補正予算は、９月補正予算の議決以降、事務管理経費等に

ついて補正をお願いするものでございます。  
 １ページをお開き願います。  

第１条につきましては、歳入歳出予算をそれぞれ、３千３８５万円追加し、総

額をそれぞれ８億５千２８５万円とするものでございます。内容につきましては、

事項別明細書によりご説明申し上げます。  
 それでは４ページをお開き願います。始めに歳入についてご説明申し上げます。

２款使用料及び手数料につきましては、市民・業者等の搬入ごみの減少に伴い、

廃棄物処理手数料を２７０万円減額計上したものでございます。  
 ４款諸収入につきましては、合計で３千６５５万円を増額計上したものでござ

いまして、詳細はご覧のとおりでございます。  
 続きまして、歳出につきましてご説明を申し上げます。５ページ及び６ページ

をお開き願います。  
 １款１項１目議会費につきましては、議員報酬の不足分７千円を増額計上した

ものでございます。  
 ２款１項１目一般管理費につきましては、総額で２７０万１千円を増額計上し

たものでございますが、主に燃料高騰に伴う電気料金の不足分でございます  
次に３款１項１目清掃事業費につきましては、総額で６８万９千円を減額計上
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したものでございますが、需用費及び各種委託料等を精査致しました結果でござ

います。  
 ５款予備費につきましては、３千１８３万１千円を増額計上したものでござい

ます。  
 以上で議案第４号についての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げます。  
 
○議長（半田栄） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」）の声）  

○議長（半田栄） 別に、質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（半田栄） これより討論に入ります。  

討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（半田栄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。  
 

◎採    決  
 
○議長（半田栄） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（半田栄） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  
 

◎議 案 上 程  
 

「議案第５号 平成２１年度太田市外三町広域清掃組合一般会計予算につい  
て」  

 
○議長（半田栄） 日程第７、議案第５号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
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○議長（半田栄） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求めま

す。  
（上原局長挙手） 

○議長（半田栄） 上原局長。  
 
○ 組合局長（上原隆志） 議案書の６ページをお開き願いたいと思います。  

議案第５号 平成２１年度太田市外三町広域清掃組合一般会計予算につきまし

て提案理由のご説明を申し上げます。  
別冊になっております平成２１年度太田市外三町広域清掃組合一般会計予算書

及び予算に関する説明書をご覧いただきたいと思います。  
 １ページをお開き願います。  

第１条につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億４千５００万円と

するものでございます。内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し

上げます。  
第２条一時借入金につきましては、借入金の最高額を１億円と定めるものでご

ざいます。  
続きまして、歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げます。４ページ

の歳入歳出予算事項別明細書をご覧をいただきたいと思います。  
始めに歳入でございますが、１款１項１目市町村負担金合計６億１千２５万４

千円につきましては、各構成市町の負担金として計上したものでございまして、

内訳と致しまして、太田市４億４千７２６万円、千代田町３千３５２万５千円、

大泉町８千２５４万６千円、邑楽町４千６９２万３千円をお願いするものでござ

います。  
２款１項１目リサイクルプラザ使用料につきましては、研修室等の使用料でご

ざいまして、存目計上したものでございます。同２項１目衛生手数料１千８３３

万５千円につきましては、リサイクルプラザに搬入される不燃ごみ、粗大ごみ等

の廃棄物処理手数料として計上したものでございます。  
３款１項１目繰越金５０万円につきましては、前年度繰越金を計上したもので

ございます。  
 ４款２項１目雑入１億１千５９１万円につきましては、鉄やアルミ等の資源化

物売払収入１億１千４７２万円及び自転車や家具等の再生品売払収入１１４万円

並びに雑入５万円を計上したものでございます。  
 次に、歳出につきましてご説明を申し上げます。５ページ及び６ページをご覧

いただきたいと思います。  
 １款１項１目議会費合計２２万１千円につきましては、議員報酬、交際費、事
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務用消耗品等の需用費を計上したものでございます。  
 ２款１項１目一般管理費合計１億３０万８千円につきましては、委員報酬、職

員の人件費、消耗品や光熱水費等の需用費、施設維持管理用委託費、基金積立金

等を計上したものでございます。  
３款１項１目清掃事業費合計４億８千８０２万円につきましては、薬品費や機

械設備修繕費等の需用費、運転管理業務委託費等の委託料、スプレー缶圧縮処理

装置等の賃借料、路盤舗装工事等を計上したものでございます。  
４款１項１目利子合計１億５千６１５万３千円につきましては、施設建設に伴

う地方債の元金償還金及び利子を計上したものでございます。  
 ５款１項１目予備費につきましては、２９万８千円を計上したものでございま

す。  
 なお、８ページ以降には、給与費明細書・債務負担行為に関する調書及び地方

債に関する調書を添付致しましたので、後ほどご覧いただきたいと思います。  
 以上で議案第５号についての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げます。  
 
○議長（半田栄） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」）の声）  

○議長（半田栄） 別に、質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（半田栄） これより討論に入ります。  

討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（半田栄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。  
 

◎採    決  
 
○議長（半田栄） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（半田栄） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  
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◎閉    会  
 
○議長（半田栄） 以上をもちまして、今、定例会の議事全てを終了致しました

ので、これをもって閉会と致します。大変ありがとうございました。  
 

午後３時４５分閉会
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